
　市では、市内の中小規模事業者が実施するエコ化に対し、補助金を交付する「市内事業者エコ化支援事業」
を実施しています。
●対象事業者：川崎市地球温暖化対策推進条例に規定する中小規模事業者であり、かつ、中小企業基本法で規 
 定する中小企業者に該当する事業者
●補助対象事業：（１）再生可能エネルギー源利用設備（太陽光発電設備、太陽熱利用設備等）
 （２）省エネルギー型空調、照明設備等
 （３）上記（１）と併せて導入する蓄電池、（２）と併せて導入する複層ガラス、遮光フィルム等、
 　　（１）または（２）と併せて導入するデマンドコントローラー及びその附帯設備
●補 助 金 額：補助対象経費の 1/4 ※、上限 200 万円
 　　　　　　※「『低 CO2 川崎ブランド』認定製品の導入」「省エネルギー診断を受診し、提案された⼜は導入効果が
　　　　　　　　　認められた設備の導入」のいずれかの場合は 1/3
　申請のあった事業に対し、審査を実施の上、交付を決定します。申請様式等の詳細については、市ホームペー
ジをご覧ください。
　市ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.html

　市では、川崎の特徴・強みである優れた環境技術を活かし
た地球温暖化対策を推進するため、ライフサイクル全体で
CO2 削減に貢献する製品・技術等を評価する「低 CO2 川崎
ブランド」、「川崎メカニズム認証制度」を実施しています。
　平成 26 年度は６月頃に事業説明会を開催するとともに、
募集を開始する予定です。なお、平成 25 年度は、低 CO2

川崎ブランド '13 として 11 件の製品・技術等を認定し、川

　川崎メカニズム認証制度：http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000048192.html
　低 CO2 川崎ブランド：http://www.k-co2brand.com/

崎メカニズム認証制度として 10 件の製品・技術等の域外貢献量を認証しました。
　募集開始に関する情報など、詳細はホームページに掲載いたしますので、ご覧ください。

低ＣＯ２川崎ブランド ’13 認定結果発表会（国際環境技術展 2014）

川崎メカニズム認証制度が第 10 回ＬＣＡ日本フォーラム表彰で会長賞を受賞

問い合わせ：環境局地球環境推進室　　　TEL 200-3836　FAX 200-3921

申し込み・問い合わせ：環境局地球環境推進室　　　TEL 200-2169 　FAX 200-3921

「低 CO2 川崎ブランド」及び「川崎メカニズム認証制度」を実施します

市内中小規模事業者のエコ化を応援します

６月募集開始予定！
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